
ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
結

石
川
加
入
怖
に
あ
る
。

白
山
犯
に

『
八
慨
宮
、
木
地
阿
漏
陀
、
資
段
郡
一
、野

段
、
結
級
品
T
M
旬

、
三
間
二
而
穂
祭
、
銃
組
、開H
殺
O
』

と
あ
る
。
そ
の
枇
怖
を
入
幅
跳
と
い
う
た
。
白
山
富

恥
倣
前
中
記
録
に
涯
殴
三
年
の
こ
と
を
也
い
た
中
に

入
附
腕
筋
紋
坊
般
商
法
慌
の
名
を
認
し
、
天
文
十
七

年
六
月
十
一
日
の
艇
に
は
白
山
入
鵬
院
佐
伯
制
勝
坊

守
川
曜
の
名
が
あ
る
。
又
同
記
録
天
文
二
年
十
周
十
一

ハ
チ
マ
ン
ジ
八
幡
寺

鳳
至
郡
斑
に
在
っ
て
、

探
吉
宗
に
題
す
る
。
も
と
八
幅
宮
の
則
常
で
あ
っ
た

が
、
天
芭
中
か
ら
一
時
雄
閉
山
し
、
後
に
復
興
し
た
。

笛
寺
に
は
古
お
の
大
般
若
経
を
厳
し
て
ゐ
る

0
4
ハ

チ
マ

y
y
ヤ
八
隔
世
〈
臥
歪
d
o
ダ
イ
ハ

Y
-
一ヤ
キ

ヨ
ウ
大
般
若
純
C
一・三
U
。

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
社

金
滞
卯
一民
な
る
八
幡

町
に
鎮
座
し
た
。
本
社
は
も
と
越
中
射
水
利
守
山
の

飽
販
指
老
坂
村
に
あ
っ
た
物
郎
紳
祉
を
物
部
八
嶋
耐

枇
と
し
、
問
郡
阿
庖
城
に
あ
っ
た
僻
抑
制
榊
明
と
共
に

腿
長
四
年
十
ご
且
溢
座
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
前
回
利
家
の
怒
を
も
間
前
記
し
、
ま
た
そ
の
隣

地
に
は
も
と
卯
反
山
上
に
鎮
座
し
た
宇
多
須
耐
祉
を

移
築
し
て
あ
っ
た
。
明
治
六
年
三
且
賂
山
榊
枇
を
建

て
、
前
倒
利
家
を
中
山
耐
と
し
、
λ
帽
・
一
岬
明
を
之
に

配
し
た
か
ら
、
こ
ι
る
に
は
宇
多
須
制
祉
の
み
と
な
っ

た
が
、
昭
和
十
ご
年
六
且
再
び
物
部
八
師
及
び
悌
筑

一
川
明
を
賂
山
制
枇
か
ら
宇
多
筑
前
祉
に
復
せ
し
め
て

制
峨
と
し
た
。

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
一拡

金
源
地
流
煎
町
に
在

っ
て
、
今
は
地
筑
煎
八
瞬
副
社
と
脱
す
る
。
滞
政
中

は
間仲
川
川
上
笹
山
波
山
伏
貸
光
寺
の
持
宮
で
あ
っ

た
。

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
位

ン
ジ
ヤ
能
美
八
幡
耐
枇
。

ー
ノ
ミ
ハ
チ
マ

Y
ジ

ハ

チ

|，、
"J 

日
に
入
蛎
結
級
品ご
十天
火
が
起
っ
て
、
御
本
館

・
訓

一
の
隣
地
に
夜
回
り
、
明
治
の
後
日
開
じ
て
陥
山
紳
祉
に
な

除
以
下
の
焼
亡
し
た
こ
と
を
縦
せ
、
式
内
町
甲
山
由
枇
杷

一
っ
た
も
の
で
あ
る
。

に
は
、
『
八
師
一
冊
枇
。
河
内
庄
内
入
脇
村
銀
座
。
白
山

一

ハ
チ
マ
ン
ヤ
マ
八
幡
山

江
泊
加
山
停
の
郎
終

末
駐
也
。
』
と
記
す
る
。

一
応
方
の
山
。
一
品
さ
七
六
米
。

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
社

出
円
阿
部
大
柿
に
在
る
。

一

ハ
チ
マ
ン
ヤ
マ
八
幡
山

以
軍
部
北
谷
の
部
世
間

以
の
初
は
明
ら
か
で
な
い
。
今
は
大
徳
入
脈
耐
枇
と

一
ー
か
ら
南
方
に
あ
る
山
。

脱
す
る
。
枇
磁
に
上
花
柳
礼
二
枚
あ
る
が
、
文
字
箆

一

ハ
チ
ヤ
ク
ジ
波
車
師
寺

金
保
白
山
川
に
在
っ
て
、

減
し
て
翻
み
得
ぬ
。

一
員
百
宗
に
臨
す
る
。
山
総
は
務
夜
山
・
白
山
文
は
自
前

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
拡

凶
至
郡
東
に
在
る
。

一
山
o
附
組
安
礎
的
空
間
は
、
越
前
足
間
部
抽
出
者
寺
に

式
内
等
一
他
社
担
に
、『
入
脈
融
枇
。
取
村
銀
座
。
別
位

一
同
た
頃
、
府
中
在
城
の
前
川
利
家
の
析
耐
腕
で
あ
っ

所
悦
三
八
師
寺
。
白
一
位
也
。
』
と
見
え
る
。
後
石
瀬
比

一
た
。
之
を
以
て
後
に
金
部
に
召
許
せ
ら
れ
、
今
の
粂

古
訓
祉
が
こ
の
枇
地
に
移
'り
、
入
制
馴
榊
枇
は
境
内
枇

一
六
附
の
地
に
寺
地
を
給
う
た
が
、
元
利
十
況
年
牧
公

と
な
っ
た
。

一
せ
ら
れ
、
刻
在
の
町
に
移
刺
せ
し
め
ら
れ
た
。
寺
封

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
社

以
荒
川
附
則
前
谷
に
在

一
イ

一
石
町
斗
。

っ
て
、
文
安
元
年
匙
立
の
制
札
が
曲
目
っ
て
ゐ
る
。
今

一

ハ
チ
ヤ
ト
ウ
ザ
エ
モ
ン
八
犀
藤
左
衛

門

入

遣

は
別
町
谷
八
開
制
祉
と
刷
配
す
る
。

一
し
て
先
妙
と
い
ふ
。
代
々
日
模
氏
に
仕
へ
た
が
、
磁

ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
八
幡
祉

珠
洲
制
問
黒
丸
に
閉
山

一
左
術
門
は
紛
訟
の
畿
言
に
よ
っ
て
勘
気
を
添
っ
た

座
L
、
も
と
仰
閉
そ
む
い
て
あ
っ
た
が
、
明
治
九
年

一
川町
、
十
三
ヶ
僚
の
椋
百
を
し
て
結
前
に
逝
世
L
、宅
鋭

利
鈍
や
-
以
て
代
へ
、
入
抑
制
批
と
制
す
る
こ
と
に
し

一
に
熔
笠
を
結
ん
で
服
た
。
後
長
虫
干
一
一年
加
賀
に
一
向

た
。
泊
祉
の
境
内
に
、
三
震
の
石
脳
判
明
が
あ
る
が
、

一
一
授
の
起
る
に
及
び
、
一
品
尾
城
に
入
っ
て
政
親
に
封

そ
の
上
限
納
部
と
相
崎
と
世
失
ひ
、
現
在
総
一一品吉
一一

一
而
L
、
付
い
で
大
手
の
合
戦
に
杉
谷
滋
三
郎
と
引
組

問
O
纏
を
討
。
、
下
厨
に
石
造
阿
印
刷
陀
如
来
座
微
を

一
ん
で
闘
を
取
っ
た
が
、
己
も
ま
た
傑
似
を
瓜
う
た
た

安
位
L
、
側
而
に
永
利
二
年
云
々
と
刻
す
る
が
下
郎

一
め
白
川
し
た
。

は
山
由
減
し
て
併
し
鋭
い
。
石
悩
精
に
し
て
文
字
を
有

一

す
る
も
の
、
加
能
二
凶
中
峨
こ
の
一
謀
あ
る
ば
か
り

一

で
あ
る
。

ハ
チ
マ
ン
ハ
マ
八
幡
涜
羽
咋
部
出
来
の
持
凶

を
い
ふ
。
出
来
八
鵬
榊
耐
の
郁
朗
一
が
そ
の
地
に
御
幸

す
る
が
放
に
名
一
そ
得
る
。

ハ
チ
マ
ン
マ
チ
八
幡
町

金
却
の
町
名
。
も
と

卯
医
山
の
砲
な
る
荒
地
で
あ
っ
た
が
、
隊
長
四
年
八

嶋
社
建
密
以
後
漸
〈
人
家
が
4
M
-
抽出
ん
で
八
附
町
と
都

す
る
こ
と
に
一な
っ
た
。
入
鰯
祉
は
今
の
宇
多
須
訓
祉

ハ
チ
ヤ
マ
ゴ
エ
モ
ン

蜂
屋
孫
右
衛
門
前
山
治
一
一

年
御
歩
小
…
刊
を
命
ぜ
ら
れ
、
天
和
-
一年
地
ん
で
組
外

に
列
L
、
松
三
一
白
石
に
田
中
一旬
、
自
永
元
年
明
日
し
た
。

そ
の
嫡
統
は
七
代
総
之
助
定
吉
に
車
。
、
知
行
ご
百

石
を
受
け
て
ゐ
た
が
、
安
政
抗
年
間
且
寸
=
一
日
不
均

に
よ
っ
て
召
放
さ
れ
た
。

ハ
チ
ロ
ウ
デ
八
郎
手

飯
山
屋
八
郎
右
衛
門
が

宮
本
口
臨
堺
市
で
者
到
し
た
剣
山
市
な
る
赤
給
金
彩
の
九
谷

磁
烈
青
八
郎
手
と
名
づ
け
る
。

ハ
チ
ヲ
カ
イ
ガ

蜂
岡
伊
賀

本
多
政
震
に
仕
へ
、

ハ
ッ
カ
八
家

加

到
滞
の
年
前
の
職
に
切
る
門

闘
を
品
川
に
八
家
と
い
う
た
。
入
家
の
序
次
は
-冗
隊
十

年
六
且
前
倒
綱
紀
の
先
制
日
に
よ
っ
て
定
め
た
所
E
、

一
本
多
氏
、
二
長
氏
、
=一都
山
氏
、
凶
前
則
氏
(
直

之
系
U
、
五
前
田
氏
ハ
長
純
系
〉
、
六
奥
村
氏
戸
舗
前

d

、

七
拠
村
氏
戸
支
流
〉
、
入
村
到
氏
で
あ
っ
た
。
利
市
の

時
代
ま
で
は
前
八
『
訟
の
確
定
が
な
〈
、
人
持
組
か
ら

選
放
し
て
老
臣
と
し
た
の
で
、
八
家
も
亦
人
持
組
り

中
で
あ
っ
た
。

ハ
ッ
カ
ガ
ハ
八
ケ
川

臥
京
郷
越
波
小
平
山
形

の
悶
方
に
震
L
、
越
波
に
来
っ
て
北
統
L
、
大
向
山

よ
り
東
北
に
幣
じ
、
地
肢
に
至
っ
て
梨
木
峠
よ
り
来

る
支
続
を
併
せ
、
凶
附
近
に
て
浦
上
川
を
入
れ
、
四

定
し
て
門
前
附
廷
の
平
地
を
続
日
ざ
り
、
思
…
ぬ
と
臨

礎
聞
の
砂
丘
を
蛇
行
し
て
携
に
入
る
。
流
山
崎
凡
ベ
て

二
五
粁
。
そ
の

一
部
分
保
に
、
寺
ロ
川
・
道
下
川
里

後
家
老
に
地
ん
で
二
千
石
を
領
し
、出
品
永
十
六
年
裂
。

三
郎
問
訟
に
伊
賀
が
阿
国
安
元
年
本
多
ご
代
政
投
の
奥

力
に
命
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
は
認
で
あ
ら
う
。
二
代
的

附
蚊
脂
は
越
領
の
内
罰
百
石
を
受
け
、凶
治
三
年
間
担。

三
代
文
太
郎
は
一
に
開
右
衛
門
と
い
ひ
、
亦
治
領
の

内
三
百
玄
十
石
を
受
け
た
が
、
そ
の
子
孫
は
何
れ
山

時
に
か
断
絶
し
た
。

ハ
ツ
ウ
マ

初
午

滞
放
の
頃
正
月
初
に
来
た
際

内
の
物
れ
ひ
で
あ
る
。
前
日
間
加
に
紙
や
-限
っ
て
側
部
の

な
い
純
を
作
旬
、
府
武
の
み
を
悲
し
た
男
が
、
自
身

の
腿
を
そ
の
中
に
民
き
、
側
簡
に
袴
・
鈍
を
然
き
、山知

然
之
に
来
っ
た
如
き
槻
あ
ら
し
め
、『
春
の
初
め
の
初

午
な
ん
ぞ
、
事
に
見
て
さ
へ
ょ
い
と
は
申
す
。
こ

h
・

た
屋
形
へ
か
け
こ
む
駒
は
、駒
は
若
駒
束
手
は
上
手
、

ヒ
y
々
々
ド
ウ
々
々
。
』
と
唱
へ
て
馳
崩
す
る
紋
を
な

し
、
別
に

一
人
太
鼓
や
・
脱
し
て
之
に
随
ふ
の
で
あ
っ

た。

ーー

，、
八


